
予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人）
公益法人の区

分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者
数

1

大阪労働局雇用保
険電子申請事務セ
ンター建物賃貸借
料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
小林　淳
大阪市中央区
大手前４－１
－67

H27.7.17

日本生命保
険相互会社
大阪市中央
区今橋３－
５－12

(株)藤木工
務店
大阪市中央
区備後町１
－７－10

別紙２参照 5,576,737 5,575,551 100.0% - - - -

2
「府政だより」への
広告掲載

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
小林　淳
大阪市中央区
大手前４－１
－67

H27.7.1

㈱宣成社
大阪市中央
区北浜１－
５－８

別紙３参照 ＠1,450,000 ＠1,400,000 96.6% - - - -

単価契
約予定
調達総
額
4,536,00
0

3

平成27年度労働基
準監督官採用試験
第２次試験にかか
る身体検査業務

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
小林　淳
大阪市中央区
大手前４－１
－67

H27.7.8

医療法人愛
悠会
門真市殿島
町６－４

別紙４参照 ＠1,650ほか ＠1,000ほか 60.6%ほか - - - -

単価契
約予定
調達総
額
1,077,30
0

4
障害者就職面接会
開催に伴う会場借
上

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
小林　淳
大阪市中央区
大手前４－１
－67

H27.7.14

公益財団法
人大阪産業
振興機構
大阪市中央
区本町橋２
－５

「マイドームお
おさか」の借上
であり、会計法
第29条の３第５
項及び予算決
算及び会計令
第99条第16号
に該当するため

1,969,056 1,969,056 100.0% - 公財 地方所管 １者

備　　考

公共調達の適正化に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成２４年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数量

契約締結日
契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び理
由（企画競争又は
公募）

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び住所

公益法人の場合



別紙２

契約件名及び数量 大阪労働局雇用保険電子申請事務センター賃貸借

随意契約によることとした
理由

大阪労働局雇用保険電子申請事務センターは、利用者が電子申請
したデータの処理を行う部署であるが、昨今の電子申請件数の増加
により、処理業務も増加している。利用者サービスを考え、増加した
電子申請を早急に処理するためには、スペースを拡大させ、より多く
の事務処理を行えるようにする必要がある。
大阪労働局雇用保険電子申請事務センターは、中央大通ＦＮビルに
入居している大阪労働局雇用保険課と一体的な業務運営を行う必
要があり、なおかつ局内会議、各種報告及び業務調整等の連携が
可能となる、同ビルを入居先として選定したところである。
また、同ビルの賃貸料は周辺の物価価格より同等以下であり、価格
面も適正である。よって、契約の目的物が代替性のない特定の位
置、構造又は性質のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の
性質又は目的が競争を許さない場合」であるため、随意契約とするこ
ととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３

契約件名及び数量 「府政だより」への広告掲載

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

本件については、他に契約可能な業者が存在しないため

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考

随意契約によることとした
理由

本件については、府政だよりの発行元である大阪府が株式会社宣成
社と紙面作製の専属契約を締結しているため、府政だよりの掲載に
関する契約の相手方が同業者に限られ、競争を許さないことから、
会計法第29条の３第４項に該当するため。



別紙４

契約件名及び数量
平成27年度労働基準監督官採用試験第２次試験にかかる身体検査
業務

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考

随意契約によることとした
理由

当該業務委託については、身体検査の対象者数及び検査項目等の
仕様が確定するのが労働基準監督官試験第１次試験合格発表日後
である平成27年６月30日以降であり、業務委託実施日である同年７
月16日、17日まで約２週間程度しかなく、一般競争入札に必要な期
間の確保が出来ないことから、会計法第29条の３第４項の「緊急の
必要により競争に付することができない場合」として随意契約を行う
こととした。


